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山
口
県
防
災
セ
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タ
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は
そ
の
使
用
を
拒
む
こ
と

六

施
設
及
び
設
備
の
維
持

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
年

（
指
定
管
理
者
に
よ
る
管
理
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第
二
十
九
条
の
四

防
災
セ
ン

島
町
に
よ
り
行
わ
れ
る
。

一

前
条
各
号
に
掲
げ
る
業

二

山
口
県
防
災
セ
ン
タ
ー

に
開
館
し
、
又
は
臨
時
に

三

山
口
県
防
災
セ
ン
タ
ー

長
し
、
又
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短
縮
す
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こ

山

口

県

大

島

防

災

セ

（
業
務
）

第
二
十
九
条
の
三

防
災
セ
ン

一

防
災
に
関
す
る
研
修
に

二

防
災
に
関
す
る
相
談
及

三

前
二
号
に
掲
げ
る
も
の

務
に
関
す
る
こ
と
。

第
三
章
第
一
節
第
一
款
に
次

第
五
目

防
災

（
名
称
及
び
位
置
）

第
二
十
九
条
の
二

山
口
県
防

規
定
に
よ
り
設
置
さ
れ
た
防

名

条
例
第
六
条
の
許
可
を
す
る
こ
と

条
例
第
八
条
の
規
定
に
よ
り
、
施

。管
理
に
関
す
る
こ
と
。

十
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

タ
ー
の
管
理
に
関
す
る
事
務
の
う

務
に
関
す
る
こ
と
。

条
例
第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ

閉
館
す
る
こ
と
。

条
例
第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ

と
。 ン

タ

ー

大
島
郡
周
防
大
島

タ
ー
の
業
務
は
、
次
の
と
お
り
で

関
す
る
こ
と
。

び
情
報
の
提
供
に
関
す
る
こ
と
。

の
ほ
か
、
県
民
の
自
発
的
な
防
災

の
一
目
を
加
え
る
。

セ
ン
タ
ー

災
セ
ン
タ
ー
条
例
（
平
成
二
十
年

災
セ
ン
タ
ー
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称
及
び
位
置
は

称

位

一

。設
の
使
用
の
許
可
を
取
り
消
し
、

ち
、
次
に
掲
げ
る
事
務
は
、
周
防

り
、
同
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る

り
、
同
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第
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項
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開
館
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町あ
る
。

活
動
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促
進
す
る
た
め
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必
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な

山
口
県
条
例
第
三
十
号
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第
一
条

、
次
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と
お
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で
あ
る
。
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則
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す
る
。

員

会

す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ

山
口
県
知

則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
昭
和
四
十
一
年
山
口
県
規
則
第

」
に
改
め
、
同
表
山
口
県
立

改
め
る
。

口
県
教
育
委
員
会

す
る
規
則

口
県
教
育
委
員
会
規
則
第
二

規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

に
公
布
す
る
。

事

二

井

関

成

十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

下
松
高
等
学
校
の
項
中
「

」
を
「

」
に
改
め
、
同
表
山

科
学

化
料

材
程

課
制

日
全
成
平

、
は

停
を
集
募
徒
生
ら

か
度
年
。
る
す
止

口
県
立
防
府
西
高
等
学
校
の
項

二

中

教

育

委

員

会



平成 年 月 日 金曜日

「
別

「「

山 口 県

第
を

別
る
。

成
二

報

公
布

山
山

会
規

（号 外 ）

「を
こ山校

区
山

口

県

立

厚

狭

高

等

学

校

表
第
二
中

周
南
市
の
う
ち
和
田
中
学
校
区

美
祢
市
の
う
ち
美
東
中
学
校
区
、
秋
芳

三
条
第
三
項
第
三
号
を
削
り
、
同

「
百
分
の
十
」
に
改
め
、
同
号
を
同

表
第
一
防
府
学
区
の
項
中
「
美
祢

）
」
及
び
「

山

口

県

立

美

十
年
三
月
二
十
日
に
お
け
る
美
祢

す
る
。

平
成
二
十
年
十
月
三
十
一
日

口
県
教
育
委
員
会
規
則
第
二

山
口
県
立
高
等
学
校
全
日
制
課

口
県
立
高
等
学
校
全
日
制
課
程
の

則
第
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

」
を
「

」
に
改
め
、
同
表
山

「

」
に
改
め
、
同
表
山
口
県
立
奈

附

則

の
規
則
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月

口
県
立
高
等
学
校
全
日
制
課
程
の

」
を

山

口

県

立

美

祢

高

山

口

南
中
学
校
区
、
秋
芳
北
中
学

山

口

項
第
四
号
中
「
前
三
号
」
を
「

項
第
三
号
と
す
る
。

市
（
平
成
二
十
年
三
月
二
十
日

祢

高

等

学

校

」
を
削
り
、
同

市
の
区
域
に
限
る
。
）
」
を
削

「
山

口

県

立

厚

狭

高
山

十
一
号

程
の
通
学
区
域
に
関
す
る
規
則

通
学
区
域
に
関
す
る
規
則
（
昭

う
に
改
正
す
る
。

口
県
立
萩
高
等
学
校
の
項
中
「

古
高
等
学
校
の
項
中
「

」
を

一
日
か
ら
施
行
す
る
。

通
学
区
域
に
関
す
る
規
則
の
一

等

学

校

」
に
改
め
る
。

県

立

佐

波

高

等

学

校

」

県

立

防

府

高

等

学

校

前
二
号
」
に
、
「
百
分
の
五
」

に
お
け
る
美
祢
郡
の
区
域
に
限

表
厚
狭
学
区
の
項
中
「
（
平

り
、等

学

校

口
県
教
育
委
員
会

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

和
四
十
五
年
山
口
県
教
育
委
員

」
を
「

」
に
、
「

」

「

」
に
改
め
る
。

部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に

を

三



平
成
二

平
成
二

平

（
経

成 年 月 日 金曜日

別
（
施

１

山 口

「「

県 報

「「

（号 外 ）

「「

十
年
十
月
三
十
一
日
印
刷

十
年
十
月
三
十
一
日
発
行

過
措
置
）

中
学
校
区

美
祢
市
の
う
ち
美
東
中
学
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郡
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表
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井
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校
区
、

附

則

行
期
日
）

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
一
年
四

防
府
市

阿
武
郡
阿
東
町

萩
市
の
う
ち
川
上
中
学
校
区
、
田
万
川

区
、
須
佐
中
学
校
区
、
明
木
中
学
校
区

中
学
校
区

阿
武
郡
阿
武
町

萩
市
の
う
ち
川
上
中
学
校
区
、
田
万
川

区
、
須
佐
中
学
校
区
、
明
木
中
学
校
区

萩
市
の
う
ち
む
つ
み
中
学
校
区
、
明
木

区美
祢
市
の
う
ち
美
東
中
学
校
区
、
秋
芳

校
区

宇
部
市
の
う
ち
小
野
中
学
校
区
、
吉
部

山
口
市

美
祢
市
の
う
ち
美
東
中
学
校
区
、
秋
芳

校
区

周
南
市
の
う
ち
和
田
中
学
校
区

宇
部
市
の
う
ち
小
野
中
学
校
区

萩
市
の
う
ち
む
つ
み
中
学
校
区
、
明
木

区宇
部
市
の
う
ち
小
野
中
学
校
区

発
行
所

山

口

県

発
行
人

山
口
県
知

南
中
学
校
区
、
秋
芳
北
中
学

」
に
改

四
代
小
学
校
区
」
を
「
蒲
井
、

月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

」
に
、

中
学
校
区
、
む
つ
み
中
学
校

、
佐
々
並
中
学
校
区
、
福
栄

」
を

中
学
校
区
、
む
つ
み
中
学
校

、
佐
々
並
中
学
校
区
、
福
栄

中
学
校
区
、
佐
々
並
中
学
校

南
中
学
校
区
、
秋
芳
北
中
学

」
に
、

小
学
校
区

」
を

南
中
学
校
区
、
秋
芳
北
中
学

山

口

中
学
校
区
、
佐
々
並
中
学
校

」
を

庁

定
価
一
箇
月

金
二

事 め
る
。

四
代
、
白
井
田
」
に
改
め
る
。

県

立

佐

波

高

等

学

校

」
千
七
百
円
（
送
料
共
）

に
、２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現

る
。

に
高
等
学
校
に
在
学
し
て
い
る
者
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に

四

よ


